
電波法関係手数料令の一部改正案（概要）

１．概要

• 総合無線局監理システム（電子申請・届出システム）の更改（リニューアル）等により、令和7年
1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。

• 実費を勘案して、電子免許状等を交付する場合等の申請手数料を新たに定めます（書面申請・書
面免許状に比べて平均約４割減額）。併せて、書面免許状等に係る申請手数料の額を見直します。

• 申請者・免許人等及び総務省の双方の業務の電子化が促進され、双方の業務のさらなる迅速化や
効率化、コストの削減等が実現されます。

約３割減額

２．手数料額のイメージ

令和６年５～７月 意見募集
令和６年７～８月 閣議決定・公布
令和７年１月 施行

３．スケジュール (予定)

約４割減額

※新たに定める電子申請・電子免許状の手数料額は、現行の手数料額と比べても安くなります。
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○電子免許状等のイメージ

※無線局の免許状等を含む処分通知等は、サーバー参照方式により
交付が可能となります。
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